
質疑内容 回答内容

1
ボックス内のゴミ（産業廃棄物）は、 持ち帰ることができませんが、
よろしいでしょうか？

持ち帰りいただく必要はありません。

2
毎月１回、消臭剤の交換・除菌クリーナーでの拭き上げ・動作確認、
電池交換（３ヶ月に１回）、にお伺い致しますが、 毎回ボックス自体の
入替は行っていませんが、よろしいでしょうか？

サニタリーボックス自体を毎月交換する必要はありません。ただし、サニタリーボックスに不具合が
生じた場合は、速やかに正常なものと交換していただく必要があります。
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